
　

身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方

で
、
以
下
の
範
囲
に
該
当
す
る
軽
自
動

車
（
軽
自
動
車
、原
動
機
付
自
転
車
等
）

を
所
有
し
て
い
る
時
に
は
、
申
請
に
よ

り
軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
認
定
の
等
級
や
障
害
の
部

位
に
よ
っ
て
は
、
減
免
の
対
象
と
な
ら

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■
減
免
が
受
け
ら
れ
る
軽
自
動

　
車
の
範
囲

障
害
者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

○
障
害
者
本
人
が
運
転
す
る
軽
自
動
車

○
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
方
が
、  

　

そ
の
障
害
者
の
た
め
に
運
転
す
る
軽

　

自
動
車
（
18
歳
未
満
の
方
、
障
害
の

　

程
度
の
重
い
方
の
場
合
は
、
生
計
を

　

一
に
す
る
方
の
所
有
で
も
可
）

○
障
害
者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯　

　

で
、障
害
者
を
常
時
介
護
す
る
方
が
、

　

そ
の
障
害
者
の
た
め
に
運
転
す
る
軽

　

自
動
車

※
減
免
が
受
け
ら
れ
る
車
両
は
障
害
者

一
人
に
つ
き
一
台
で
す
。

　

普
通
自
動
車
で
減
免
を
受
け
る
場
合

に
は
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
交
付
枚
数
が

半
分
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
減
免
申
請
書
（
用
紙
は
税
務
課
ま
た

　

は
各
支
所
窓
口
係
に
あ
り
ま
す
。）

・
手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病  

　

者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障

　

害
者
保
健
福
祉
手
帳
な
ど
）

・
車
検
証
（
車
検
証
が
な
い
車
種
の
場

　

合
は
標
識
交
付
証
明
書
）

・
運
転
す
る
方
の
運
転
免
許
証

・
印
鑑
（
み
と
め
印
）

・
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
（
届
い
て

　

い
る
場
合
の
み
、
納
付
せ
ず
に
お
持

　

ち
く
だ
さ
い
。）

■
申
請
期
限

５
月
25
日
（
月
）（
納
期
限
の
７
日
前

ま
で
）

※
昨
年
度
申
請
し
減
免
を
受
け
ら
れ
た

方
も
、
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

■
申
請
場
所

税
務
課
ま
た
は
各
支
所
窓
口
係

■
申
請
手
続
き

○
６
月
上
旬
頃
よ
り
、
公
務
員
の
給
付

　

対
象
者
以
外
の
方
に
は
、
申
請
書
を

　

送
付
す
る
予
定
で
す
。

※
公
務
員
の
方
は
所
属
す
る
所
属
長
が

　

証
明
書
と
申
請
書
を
発
行
し
ま
す
。

○
申
請
書
の
受
付
期
間
は
６
月
～
８
月

　

の
３
か
月
間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

■
支
給
対
象
者

○
平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
受
給

　

者
○
平
成
26
年
中
の
所
得
が
児
童
手
当
の

　

所
得
制
限
限
度
額
未
満
の
方

■
支
給
額

○
対
象
児
童
１
人
に
つ
き

　

３
，
０
０
０
円

平成 27 年度　軽自動車税の減免申請についてのお知らせ
税務課　☎４２ー５６１４

子育て世帯臨時特別給付金
についてのお知らせ

　

平
成
26
年
度
新
規
事
業
と
し
て
若
年

性
生
活
習
慣
病
予
防
事
業
を
実
施
し
ま

し
た
。

　

児
童
期
か
ら
健
診
の
大
切
さ
や
健
診

の
意
義
を
理
解
し
、
実
際
の
自
分
の
身

体
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
と
も
に
生
活

習
慣
病
の
予
防
に
努
め
、
将
来
健
康
で

生
活
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

　

市
内
13
の
小
学
校
に
お
い
て
4
年
生

２
２
６
名
の
児
童
を
対
象
に
、
健
康
に

つ
い
て
の
学
習
や
血
液
検
査
（
希
望

者
）
を
行
い
ま
し
た
。
児
童
か
ら
は
、

「
お
菓
子
ば
か
り
食
べ
て
い
る
と
夕
食

が
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
気
を
つ
け
る
」

「
宿
題
を
早
く
終
わ
ら
せ
て
早
く
寝
る
」

「
た
く
さ
ん
外
で
遊
び
た
い
」「
血
液
の

検
査
で
生
活
習
慣
病
か
ど
う
か
が
わ
か

る
」
な
ど
の
感
想
が
あ
り
ま
し
た
。
食

事
、
休
養
、
睡
眠
、
体
の
調
子
な
ど
が

具
体
的
に
見
え
る
よ
う
に
、
調
査
結
果

か
ら
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
（
左
図
）
を

作
成
し
、
血
液
検
査
の
結
果
と
共
に
児

童
に
配
付
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
健
康
学
習
前
後
に
児
童
の
ア

ン
ケ
ー
ト

を
実
施
し

ま
し
た
。

男
子
は
、

健
康
学
習

後
に
「
生
活

習
慣
病
を

知
っ
て
い

る
」、「
休
み

の
前
の
日
で

も
早
く
寝
た

方
が
良
い
」

な
ど
の
知
識

や
理
解
が
高
ま
り
、
女
子
は
「
ジ
ュ
ー

ス
を
飲
み
す
ぎ
な
い
」「
好
き
嫌
い
を

し
な
い
」「
朝
食
を
毎
日
食
べ
る
」
の

思
考
・
判
断
の
項
目
に
つ
い
て
学
習
前

と
比
較
し
高
く
な
り
ま
し
た
。
今
回
の

健
康
学
習
を
き
っ
か
け
と
し
て
意
識
の

向
上
や
行
動
変
容
に
つ
な
が
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

生
活
全
体
を
見
渡
し
て
、
少
し
ず
つ

児
童
自
身
が
自
分
の
生
活
を
管
理
す
る

力
を
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
事
業
は
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す

が
、
今
後
も
継
続
し
て
、
児
童
を
通
じ

て
、
家
族
・
地
域
全
体
が
健
康
や
健
康

維
持
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
け
る
よ
う
実
施
し
て
い
き
ま

す
。

　

平
成
27
年
度
は
、
新
し
く
小
学
4
年

生
に
な
っ
た
児
童
を
対
象
に
実
施
し
ま

す
。

　

市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
「
安
芸
高
田
市
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附

金
制
度
」
に
よ
り
、
市
へ
多
額
の
寄
附

を
い
た
だ
い
た
内
藤 

亨
様
（
向
原
町

出
身
）
へ
、感
謝
状
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

　

い
た
だ
い
た
寄
附
金
は
、「
歴
史
と

文
化
の
香
り
高
い　

ふ
る
さ
と
づ
く
り

事
業
」
に
大
切
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

若年性生活習慣病予防事業を
小学４年生を対象に平成 26 年度から実施しました

保健医療課　☎４２－５６３３

感謝状を贈呈しました
総務課　☎４２－２１１１

　

昨
年
12
月
か
ら
新
築
移
転
の
工
事
に

着
手
さ
れ
て
い
ま
し
た
高
宮
町
の
医
療

法
人 

佐
々
部
診
療
所
が
、
高
宮
支
所

庁
舎
横
に
、
こ
の
度
め
で
た
く
完
成
し

ま
し
た
。

　

移
転
後
の
新
し
い
診
療
所
は
、
５
月

７
日
（
木
）
か
ら
開
院
し
ま
す
。
な
お
、

現
在
地
で
の
診
療
は
４
月
28
日
（
火
）

ま
で
で
、
４
月
30
日
（
木
）
と
５
月
１

日
（
金
）
は
移
転
準
備
の
た
め
休
診
と

な
り
ま
す
の
で
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
佐
々
部
診
療
所
の
隣
に
は
、

院
外
薬
局
も
新

築
移
転
オ
ー
プ

ン
し
ま
す
。
市

民
の
皆
様
の
ご

利
用
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

5 月 7 日（木）から高宮支所庁舎横に
佐々部診療所が移転開院します

■医療法人佐々部診療所（院長　中田 裕子）
診療科目：内科・小児科　所在地：高宮町佐々部 983-17　

☎ 0826-57-0022　お太助フォン 57-0022

診療時間 月 火 水 木 金 土

  9：00 ～ 12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

15：00 ～ 18：00 ○ ○ ○ 休診 ○ 休診

休診日／木曜午後、土曜午後、日曜、祝日

保健医療課　☎４２－５６３３ 子育て支援課　☎４７－１２８３
　

３
月
19
日
（
木
）、
県
道
６
号
と
県

道
３
１
９
号
の
交
差
点
（
丹
比
郵
便
局

前
）
に
信
号
機
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
地
点
で
は
、
付
近
に
企
業
や
工

場
が
あ
る
た
め
交
通
量
が
多
く
、
ま
た

近
く
に
あ
る
バ
ス
停
や
郵
便
局
を
利
用

す
る
際
の
安
全
性
を
高
め
る
た
め
、
信

号
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

点
灯
式
で
は
、
地
域
を
代
表
し
て
、

丹
比
地
区
振
興
会 

会
長
の
川か
わ

角す
み 

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
と
、
地
元
に
住
ん
で
お
ら
れ
る

中な
か

川が
わ 

義よ
し

春は
る

さ
ん
が
点
灯
ボ
タ
ン
を
押

し
、信
号
の
運
用
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
点
灯
式
の
前
後
に
は
、
安
芸
高

田
警
察
署
、
信
号
機
製
造
代
理
店
、
施

工
業
者
に
よ
る
点
検
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

県道６号（吉田町多治比）に信号を設置しました
安芸高田警察署　☎４７－０１１０

点灯ボタンを押す（左から）中川さん、

川角さん。

信号機が設置された丹比郵便

局前の交差点。

レーダーチャートの例

佐々部診療所の外観
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